
 

 

 

 

 

 

  

盗難や運搬中の事故 

にあった 

自然災害や病虫害、鳥獣害などで 
収量が下がった 

収 入 保 険 
 収入保険のポイント 

◇自然災害や価格低下だけでなく、経営努力では避けられない収入減少を補償 

◇基準収入の９割を下回ったときに補償 

◇保険料や付加保険料（事務費）は 50％、積立金は 75％を国で負担 

◇保険期間中に大きく収入減少したとき、つなぎ資金を無利子で貸付け 

けがや病気で収穫ができない 

倉庫が浸水して 

売り物にならない 

取引先が倒産した 

輸出したが為替変動 

で大損した 

災害で作付不能になった 

市場価格が下がった 

（青色申告実績が５年以上で、最大の補償を選択した場合） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⻘⾊申告を⾏っている農業者（個人・法人）です。 

※ 令和８年分から⻘⾊申告をされる⽅であれば、令和９年から加⼊することができます。 

※ 収⼊保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して 
加⼊します。 

   

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体です。 
 

※ ⾃ら⽣産した農産物に簡易な加⼯を施したものも含まれます。 
   （例 精米、もち、梅干し、干し大根、干し柿、干し芋、牛乳等） 
※ 在庫（棚卸し）についても、税の仕組みと同様に販売収⼊に含めます。 
※ 補助⾦は販売収⼊に含めません（ただし、実態上販売収⼊と⼀体的に取り扱われている、畑作物の

直接⽀払交付⾦、加⼯原料乳⽣産者補給⾦の数量払は含めます）。 
 

〇保険期間の前年までの過去５年間の平均収入（5 中 5）を基本とし 

規模拡大など保険期間の営農計画も考慮して設定します。 

 

基準収入の９割を下回ったときに、
下回った額の９割を上限に補てん 

 90％ 

 80％ 
保険方式 

積立方式 

100％ 
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基準収入 

（青色申告実績が５年以上の場合） 

支払率（90％を上限として選択） 

過去５年間の収入 

平均 

基 準 収 入 

〇補償限度上限（90％限度）まで「保険方式」と「積立方式」を併用するタイプと、「保険方式」

のみのタイプを選択できます。 

○支払率は「保険方式」は 90％～50％、「積立方式」は 90％～10％の間で（10％単位）選択で 

きます。 

〇青色申告の実績が１年の場合の補償限度上限は、75％となります。 

 

補てん方式 

  

 

収入保険の補てん方式 

対象となる収入 

加入できる方 
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割引項目 割引額 
⾃動継続特約 1,000 円 

インターネット申請 2,200 円（新規加⼊者 4,500 円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）５年以上の青色申告実績がある方の場合 

100％
収

入

減

少

自己責任部分 

保険方式 

積立方式 

基準収入 

支払率（９割を上限として選択） 

 90％ 

保険期間 

の収入金額 

保険方式 80％＋積⽴方式 10％の基本タイプを選択した場合、下表の
負担額になります。 

加入者負担保険料等（例） 

基準収入 加入 保険料 積立金 付加 計 

１００ 
１年 10,782 22,500 6,282 39,564 

２年 9,234 前年より繰越し 4,982 14,216 

１，０００ 
１年 107,820 225,000 22,320 355,140 

２年 92,340 前年より繰越し 21,020 113,360 

○基準収⼊ 1,000 万円で、保険期間の収入がゼロになったときは、 

810 万円（積⽴⾦ 90 万円、保険⾦ 720 万円）の補てんが受けられます。 

保険方式のみ 90％のタイプを選択した場合、下表の負担額になります。 
基準収入 加入 保険料 付加 計 

１００ 
１年  22,976  6,282  29,258 

２年  19,679  4,982  24,661 

１，０００ 
１年 229,757 22,320 252,077 

２年 196,790 21,020 217,810 

○基準収⼊ 1,000 万円で、保険期間の収入がゼロになったときは、 

810 万円（保険⾦ 810 万円）の補てんが受けられます。 

●保険金の受取りがない場合は翌年の保険料は安くなります。 

●積立金の受取りがない場合は翌年に繰り越します。 
２年目以降の負担 

が少なくなります 

危険段階別保険料率 
区分 料率(%) 

10 10.237 

  

3 3.640 

2 3.425 

1 3.210 

0 2.995 

-1 2.780 

-2 2.565 

  

-10 0.898 

 

～ 

～ 

補償タイプが選べます 

 80％ 

（注）５年以上の青色申告実績がある方の場合 

100％
収

入

減

少

自己責任部分 

保険方式 
基準収入 

支払率（９割を上限として選択） 

 90％ 

保険期間 

の収入金額 

基本タイプ 

負担が少ないタイプ 

○⾃動継続特約を付した場合やインターネット申請を 
利⽤することで付加保険料の割引が適⽤されます。 

付加保険料を安くすることができます 

 以下の要件を満たす場合、保険料が 14％割り引かれます。 
＜要件＞ 
⻘⾊申告実績が５年（令和９年契約の場合、令和４年から５年間）あり、次のいずれかに該当するもの 
① 直近４年間の各年の実績収⼊が、常に前年実績収⼊を上回る 
② 直近５年間の各年の実績収⼊が、直近５年間の実績収⼊の平均の９割を下回らない 

※保険⾦の受取がなければ、加⼊後 2 年間、割引（14％）が適⽤されます。 

低リスク新規加入者の負担を軽減します 

年数 (万円) 

(万円) 年数 

保険料 

保険料 
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相 談 窓 口 電 話 番 号 住   所 

県南支所 0224-63-2012 角田市角田字町田１１３ 

中央支所 0229-87-8272 大崎市三本木字大豆坂２４－３ 

県北支所 0220-22-8414 登米市迫町森字平柳３４-８８ 

 

 

    令和８年               令和９年             令和１０年 

宮城県農業共済組合   本所    TEL:0229-87-8284 

 mail：syunyuhoken@nosaimiyagi.or.jp 

 https://www.nosaimiyagi.or.jp/  

相  談  窓  口 

●青色申告書をご準備ください 

をご準備いただければ、補償内容や保険料等を試算できますのでお問い合わせください。 

②所得税青色申告決算書 

●法人の方は 

・法人税確定申告書別表１と別表４ 

・損益計算書 

・売上高の内訳が分かる書類（元帳）など 

+ 

（損益計算書のページ） 

（収入金額の内訳のページ） 

①所得税の確定申告書 

③雑収入の内訳が分かる書類 など 

青 色 申 告 書  

収入保険の全体スケジュール（個人の場合のイメージ） 

保 険 期 間 （１月～12 月） 

  確定申告後（３～６月）   

※保険期間中に災害
等により資金が必
要な場合はつなぎ
資金（無利子）の
貸付けを受けるこ
とができます。 

事
故
発
生
通
知 

つ
な
ぎ
資
金
申
請 

審 

査 

つ
な
ぎ
資
金
貸
付 

保険金等と

相殺で償還 

 加入申請 
※過去４年分の青色

申告決算書を提出し

てください。 

令和４年 

～令和７年

 

 

保険料等の納付 
※保険料・積立金は分

割支払もできます。 

（2 回～9 回） 
最終の納付期限は保

険期間の８月末 

※令和８年
の青色申告決

算書を提出 

合わせて５年分で 
基準収入を算定します 

保険金等の請求・支払 
12 月末まで 


